
 

 

 

中国税理士会徳山支部 

 

 

第 43 回 定期総会 議案書 

 

（ 付：添 付 資 料 ） 

 

 

第１号議案 令和６年度事業報告並びに貸借対照表・財産目録・収支計算書 

・剰余金処分(案)の承認を求める件 

第２号議案 令和７年度事業計画並びに収支予算(案)の承認を求める件 

第３号議案 支部役員の任期満了に伴う改選の件（総会時案配布） 

第 4 号議案 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 総会にご持参ください ） 
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中国税理士会徳山支部 

令和６年度 事 業 報 告 

＜自令和６年 4月 1日 至令和７年 3月 31 日＞ 

 

支部は中国税理士会並びに徳山支部の令和６年度事業計画に沿って、全般にわたり

その推進に努めた。 

＝中国税理士会徳山支部 令和６年度事業計画（重点施策）＝ 

（１）税務支援（受託事業・派遣事業等）の要請に適切に対応する。 

（２）研修義務化を踏まえ、支部における研修の充実を図る。 

なお、本年度は 36時間の受講達成率 90％を目標とする。 

（３）書面添付制度の更なる普及・推進を図る。 

（４）租税教室について、関係官庁の要請による講師派遣を引き続き行う。 

（５）行政、関連団体、金融機関、他士業等との協調を進め、相互信頼の一層の 

進展を図る。 

（６）会員の会務・行事参加を促進し、共通認識の醸成、連帯感の高揚を図る。 

併せて、福利厚生、親睦融和に関する施策の充実を図る。 

（７）税を考える週間並びに税理士記念日などの広報活動については、支部ホームペー

ジの有効利用をする等積極的に実施する。 

（８）綱紀保持のため、注意喚起等の啓発活動を引き続き行う。 

（９）経済社会の ICT 化の進展に伴い、ICT 化を通じた納税者利便の向上及び会員事務

所の業務の改善・進捗を図る。（改正税理士法への対応） 

（10）社会の要請に応え、税理士業界の更なる発展に努めるための活動を行う。 

 

Ⅰ．支部活動報告 

支部活動の状況は次のとおりである。 

（１）税務支援 

・受託事業及び派遣事業については商工会議所他９団体に 36 人役で従事し、代

理送信を含め 1,208 件(対前年比 96.4%)の支援を実施し、各団体の要請に適

切に対応した。  

・確定申告期の支援については、e-tax ソフトの利用に対応した。なお、本年は

29 人役で受託事業を実施した。 

（２）研修 

・支部における研修の充実を図るとともに、「研修受講管理システム」の周知及

び受講率向上の呼びかけを継続した。  

・令和 6 年 4 月に定額減税について徳山税務署統括官を講師に制度の内容につい
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て研修を実施した。 

・綱紀監察関係の重要性に鑑み、令和 6年 9 月徳山税務署総務課長を講師に研修

を実施した。 

・支部の独自研修として令和 6 年 11 月に事業承継についての研修を山口県産業

労働部担当者、国税審理専門官、内田会員を講師に実施した。 

・令和 6 年 12 月にキャッシュレス納付について徳山税務署統括官を講師に研修

を実施した。 

・36 時間の受講時間達成率は 92.5％（中国会全体 87.8％）と、目標の 90％を達

成することができた。 

（３）業務対策 

書面添付制度への理解及びその利用促進のための取り組みを継続し、徳山税

務署との本制度についての協議会を令和 7 年 1 月に開催した。書面添付の記載

項目等の変更について例会にて周知した。 

申告書の収受印が令和7年から実施されないことについて例会にて周知した。 

 （４）情報化対策 

      キャッシュレス納付について研修、推進を行った。 

      ＤＸ推進協議会（徳山税務署主催）に参画し、電子申告、電子納税について協

議した。 

（５）租税教育 

租税教室等へ講師を派遣した。下松工業高校、徳山商工高校、南陽工業高校、

桜ケ丘高校で開催した。 

（６）関連団体等との連携・協調 

・税務関連団体との連携協調に努め、協議派遣のルール、「小規模納税者に対す

る税務援助に関する協定」の遵守などにつき理解の浸透努力を継続した。 

（令和 7年 1 月に支部長及び末次副支部長が税務指導連絡協議会に出席） 

・法人会、商工会議所・青色申告会等に支部会員が役員・委員等として参画し、

各会の活動に寄与している。 

・地方公共団体の各種審議会等に支部会員が委員として参画しており、地方行

政・議会運営などに引き続き寄与している。（市固定資産評価審査委員会、

市政治倫理審査会、市行政改革審議会） 

・金融機関との協議会の開催については日本政策金融公庫と令和 6 年 11 月に

役員会と併せて協議会を開催し意見交換を実施した。 

（７）広報 

・税を考える週間行事  

令和 6 年 11 月、下松スポーツセンターにおいて「税の無料相談会」を実施
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した。（会員 2名従事） 

・税理士記念日行事  

令和 7 年 2 月イオンタウン周南において「税の無料相談」を実施した。（会

員 3 名従事） 

  ・徳山支部ホームページ  

    会員専用ページの各種資料を更新し、最新情報を提供した。 

（８）福利厚生 

・活発な同好会活動が行われており、参加会員に対し１人当たり 6,000 円の補

助を実施した。 

・「支部だより」を発行し、支部活動の周知と活性化を図った。各会員にも記事

写真の提供をお願いする。 

（９）総務・渉外 

綱紀保持のための注意喚起等を継続して行った。 

地方公共団体の監査（外部監査の導入及び内部監査）については税理士の登用

を引き続き要請した。 

（１０）協同組合事業への協力 

・全税協事業及び共済会事業のＰＲを支部の例会等で行い、各種会議に参加す

る等し、補助金の交付を受けた。  

・ゴールドサポートメンバーの登録を推進した。 

 

Ⅱ 支部会員の異動 

（１）入会 

（個人会員）唐本 巧（R6 年 5月柳井支部より）  

      青木 恵（R6 年 7月九州北部税理士会より） 

      西川 進（R6 年 8月登録） 

福永慧彦（R6年 9月登録） 

(法人会員) 税理士法人アイユーコンサルティング山口事務所 

（２）退会 

（個人会員）田中輝彦（R6 年 7月退会） 

         今橋 將（R6 年 9 月退会） 

      水谷芳昭（R6 年 11 月逝去) 

      山村豊秋（R6 年 12 月逝去） 

      畦地文晴（R7 年３月退会） 

      小野宗典（R7 年３月退会） 

（３）期末会員 個人会員 ８０名  法人会員 ５社  （令和 7年 3月 31 日現在） 











中国税理士会徳山支部 

令和７年度 事業計画（案） 

＜自令和 7 年 4月 1 日 至令和 8年 3 月 31 日＞ 

 

支部は中国税理士会の「令和 7 年度事業計画」に沿ってその施策を推進するとともに、

「会計」に対する信頼性、税務申告の適正性に係る「税理士」への期待が一層高まって

いるとの認識の下、支部会員の連帯協調を礎に地域における信頼の保持増進を図る。 

 

（ 支 部 の 重 点 施 策 ） 

 

（１）税務支援（受託事業・派遣事業等）の要請に適切に対応する。 

（２）研修義務化を踏まえ、支部における研修の充実を図る。 

なお、本年度は 36時間の受講達成率 95％を目標とする。 

（３）書面添付制度の更なる普及・推進を図る。 

（４）租税教室について、関係官庁の要請による講師派遣を引き続き行う。 

（５）行政、関連団体、金融機関、他士業等との協調を進め、相互信頼の一層の 

進展を図る。 

（６）会員の会務・行事参加を促進し、共通認識の醸成、連帯感の高揚を図る。 

併せて、福利厚生、親睦融和に関する施策の充実を図る。 

（７）税を考える週間並びに税理士記念日などの広報活動については、支部ホームペー

ジの有効利用をする等積極的に実施する。 

（８）綱紀保持のため、注意喚起等の啓発活動を引き続き行う。 

（９）経済社会の ICT 化の進展に伴い、ICT 化を通じた納税者利便の向上及び会員事務

所の業務の改善・進捗を図る。 

（10）社会の要請に応え、税理士業界の更なる発展に努めるための活動を行う。 




